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急ピッチで進む学術会議「法人化」の動き 
11月 29日、内閣府の「日本学術会議の在り方
に関する有識者懇談会」第 13 回が 4 か月ぶりに
開催され、二つの作業部会（WG）による組織見直
しの見解案が示された。だがそれは昨年 12 月の
内閣府大臣決定を前提に細部を具体化したものに
他ならず、この間、懇談会やWGで学術会議が粘
り強く要請してきた5点の見直し（右記）は一蹴
されている。そこで 29 日にも学術会議は二つの
文書で自らの考えを示した。 
その会議での議論の内容は議事要旨が未だ公表
されていないので不明だが、会議後の記者会見で
岸座長は「政府と学術会議の距離が縮まりつつあ
る。隔たりもあるので引き続き作業部会で議論を
深めてもらう」と述べたと日経新聞は報じた。そ
れだけ見れば今後も丁寧な議論が続けられ、学術
会議が納得しない限り見切り発車はないとも思え
る。だが、NHKによれば「この案をもとに報告書
をまとめる」とされ、さらに共同通信は「政府は、
懇談会が年内にもまとめるとみられる報告書を踏
まえ、組織形態などの法制化手続きを進める」と
報じている。 
昨年も 12 月に有識者懇談会が中間報告を出す
と、その翌日に内閣府大臣決定がなされた。二つ
の作業部会と懇談会を仕切っているのは内閣府笹
川室長であり、中間報告作成の時も懇談会で議論
もされていないことを報告案に勝手に書き込んだ
前歴がある。事態は笹川室長主導で急ピッチで動

いており、このままつき進めば、「理念なき法人化
は『日本の学術の終わりの始まり』」になる（梶田
隆章前日本学術会議会長「日本学術会議の現在」『地平』
24 年 10 月号所収）。この「法人化」は何が問題な
のかを市民に伝え、来年 3 月に法案を上程させな
いために、反対の声を広げることが急務である。 
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学術会議が見直しを求めた５項目 
【7月29日有識者懇談会での光石会長発言】 
次の５項目は、「近視眼的な利害に左右されな
い独立した自由な学術の営みを代表するアカデ
ミーの活動」を阻害するもので、とうてい受け入
れられない。 
１．大臣任命の監事の設置を法定すること 
２．大臣任命の評価委員会の設置を法定すること 
３．『中期目標・中期計画』を法定すること（独立
行政法人のようなものは認めがたい） 
４．次期以降の会員の選考に特別な方法を導入す
ること（コ・オプテーションの考え方の逸脱） 
５．選考助言委員会の設置を法定すること（すで
にさまざまな意見を選考方針に反映した上で選
考しているので不要） 

「より良い役割発揮のための制度的条件」にお
いて指摘した懸念が払拭されるよう、以上の５項
目を満たす案も俎上にのせたうえで、さらに議論
を深めることを強く求める。なお、第 12 回有識
者懇談会において、もしも上記の点に関しての懸
念が十分に払拭されない方向で取りまとめが行
われる場合には、日本学術会議として重大な決意
をせざるを得ない。 
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世論をミスリードしかねない報道 
だがこの重大局面で、報道は本質的な問題をえ
ぐり出すのではなく、内閣府や有識者懇の言葉を
鵜呑みにし、「法人化もよいのでは」と世論を誘導
するものになっている。 
影響力が大きいＮＨＫニュースは《日本学術会
議を独立した組織に 国が財政支援も 原案まとま
る》という見出しでこう報じた。 
「日本学術会議を国とは別の法人格を有する組織
とし、高い独立性と自律性を持つ組織形態にすべ
きだとしています。その上で、総理大臣が会員を
任命している仕組みを改め、政府は会員の選考に
関与せず学術会議が客観的な方法で選考するよう
求めています。一方、学術会議が国民から期待さ
れる機能を十分に発揮するという前提のもと、国
が必要な財政的支援を行い、監査も行うべきとし
ています。」 
学術会議の反対意見には全くふれていない。 
共同通信も見出しは《学術会議会員選考、政府
関与せず 法人化で有識者作業部会が見解案》と
なっている。「政府関与せず」と記者会見で言われ
たことをそのまま見出しにすることで、この「法
人化」の本質が政府による介入の制度化であるこ
とを見えなくさせている。本文では「学術会議側
は助言委新設に反発しており、懇談会は議論を続
ける」と対立があることは示しているが、なぜ反
発しているのかを記していない。 
 日経新聞の見出しも《政府と日本学術会議、会
員任期など一致》と「一致」が前面に出ている。そ
れでも本文には「考え方にはなお隔たりがある。
学術会議側には役職を置くことでアカデミーとし
ての理念が揺らぐとの懸念がある」との学術会議
の考えが紹介されている。 
読売新聞も《学術会議 会員増を了承》と掲げ、
本文で「監事を政府が任命する案などに反発して
いる」と書くに過ぎない。 
見出しに「対立」を明示したのは朝日新聞で、
《学術会議法人化案、会員300人に増員へ 監事
らの首相任命案は対立》としている。本文でも「新
法人の監事や外部評価委員会の任命を首相が担う
とする案などについては、中立性が損なわれると
して学術会議側が反対しており、引き続き議論す
る」と学術会議の主張を紹介している。 
確かに「法人化」の問題はわかりにくい。「任命
拒否」は学術の独立性への不当な介入が誰の目に
も明らかで多くの人々が声をあげた。しかし昨年
の大臣決定は「政府等からの独立性を徹底的に担

保することが何よりも重要であることから、 国と
は別の法人格を有する組織になることが望ましい」
と掲げ、その実、「法人化」に当たって様々な罠を
仕組んできた。（それについては本ニュースレター
84号参照）そのまやかしを暴くべき報道が十分機
能していない中で、「法人化」もいいのではという
雰囲気が醸成されている。 

粘り強く抵抗する学術会議に資金面の脅し 
 その後 12 月 5 日に第 10 回組織・制度WGが
開催された。議事内容はまだ公表されていないが、
５日の読売新聞オンラインは《日本学術会議の法
人化議論、人事・財務監査を巡り平行線…有識者
懇談会の報告書取りまとめも不透明》と報じた。 
https://news.yahoo.co.jp/articles/3026687578de2af5
5f60d1b9685c304bbbe86a02 要旨を紹介する。 
＊人事や財務監査への関与を巡り、政府と学術会
議側の主張が平行線。政府：財政支援を行うには、
透明性の確認が必要↔学術会議：独立性を損なう
と反対、決着は見通せていない。 
＊「監事」を政府が指名する案について懇談会メ
ンバーは、「納税者の代表として監事を置く」との
意見で一致↔学術会議：受け入れられないとの姿
勢を崩さなかった。 
＊政府：政府任命の外部有識者からなる「評価委
員会」による業績評価、身内びいきの会員選考と
ならないための「選考助言委員会」の設置を求め
る。↔学術会議：「独立性・自律性を侵害する」。「独
立性と金をてんびんにかけるのか」。 
＊懇談会は年内にも最終報告書を取りまとめたい
意向だが、先行きは不透明。内閣府幹部は「法人化
し、より良い組織に変わらなければ、今までと同
じような財政支援は難しくなる」と指摘。 
 全ページの５項目のうち、１．２．５について激
しい議論が交わされたことが窺える。ただ学術会
議はオブザーバーに過ぎず、有識者懇談会が見切
り発車する可能性はある。その場合、光石会長が
語ったように学術会議は「重大な決意」を行うだ
ろう。それを恐れて内閣府はなんと、「法人化」し
なければ現在の１０億円に満たない政府支出さえ
削減するという恫喝を行なったようである。 
このような内閣府の暴走に対して、今、学協会
が、市民が声を上げねばと思う。 

本質的な論点について市民と対話を 
この読売の報道は具体的な対立点、そして学術
会議の主張の一部を紹介してはいるが、読者は「透
明性」を求める政府に対して、「身内びいき」だ、
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既得権保持だと思いかねない。8 月 29 日の産経
新聞社説は、今回の素案の内容が議論された７月
の懇談会について、学術会議が身勝手だと印象付
けるとともに、「改革」の狙いを明確に述べている。 
https://www.sankei.com/article/20240829-
6U4B2NNIBJPF3MUADOKLVUJDCA/ 要点を示す。 
＊税金を投入する以上、透明性を確保し、国益に
かなった「ナショナルアカデミー」にすべきだ。 
＊国民の税金をもらいながら、第三者の監査も評
価も拒むのはあまりにも身勝手である。これでは
国民の理解は到底得られまい。「独立」や「自由」
の意味をはき違えていると言わざるを得ない。そ
こまで抵抗するなら、国費に頼らず、自ら財源を
調達する仕組みを作るのが筋である。 
＊改革案だけでは不十分。閉鎖的かつ独善的な学
術会議の問題の本質は、日本を守る軍事研究を忌
避してきた反国民的体質にこそある。一連の声明
を撤回すべきだ。 
＊学術会議が本当に生まれ変わるには、組織や制
度だけでなく体質を変える必要がある。 

 これらの考えが、全人類の普遍的な共有財産と
しての学術のあり方、学問の自由と権力からの独
立の意味を理解しない謬論であることは、これま
でも学術会議の文書や様々な方々の論考で明らか
にされてきた。しかしそれが多くの市民に届いて
いるとは残念ながら言い難い。 
 今こそ、市民の素朴な疑問やマスコミによって
誘導された意見に対して丁寧に答えることが求め
られている。例えば次のようなことである。 
＊国民や国家のための学術という論理が何をもた
らすのか。学術が国益の下に置かれることによっ
て、かっての戦争中、学術も戦争に動員され、その
結果多くの人々が無謀な戦争により犠牲になった
ことの反省から学術会議は出発したのである。 
＊学術は全ての人々にとって価値ある公共のもの
だからこそ、私たちは税金で支える。政府が資金
を出すから政府の言うことを聞け、という論理は、
主権者である私たちを無視している。内閣府室長
の発言「国民の代表が政府だから政府が任命する」
は民主主義を履き違えている。 
＊学術と政府は常に緊張関係にあり、政府の介入
をなくすことが学術の独立の大前提である。 
＊透明性を保証するガバナンスは、政府任命の監
事や委員が担うというトップダウン型ではなく、
パブリックコメントや多様な人々とのコミュニケ
ーションと参加により運営の透明性と説明責任を

果たすネットワーク型であるべきである。 
毎日新聞10月 10日夕刊掲載の「社会問題化し
ない学術会議の法人化強行～『御用学者』以外は
不要？」（千葉紀和記者）はこう締めくくられてい
る。「時の政府や権力者に迎合する『御用学者』ば
かりの国は危うい。でも、利害やしがらみ優先の
科学的合理性を欠く政策が、お手盛りの審議会で
まかり通る世の中に慣れると、感覚がまひしてし
まう。戦後、『科学技術創造立国』を目標に掲げた
この国で再び生じた不穏な動き。『終わりの始まり』
が問題化しないことが問題では。」 
私たちが学術をどう捉えるかが問われている。 
 
資料１「これまでの議論と今後の検討（未定
稿）」24.11.29  概要と簡単なコメント 
懇談会に出された資料と議事要旨は内閣府「日
本学術会議の在り方に関する有識者懇談会」のペ
ージからダウンロードできる。 
https://www.cao.go.jp/scjarikata/kondankai.html 
 その中からまず原案とされる第 13 回有識者懇
談会資料１の要旨を紹介する。これは二つの WG
の連盟で出されているが、これまでと同様、内閣
府笹川室長がまとめたのではないかと推察する。
なお付記した 3 つの図は有識者懇で笹川室長が示
した図であり、笹川室長による説明は、その前に
開催された二つのWGの議事要旨で読むことがで
きる。ここでは説明は省略し、図のみ載せた。 
＊検討や注意を要すると筆者が考えた部分を赤字
にし、小寺の個人的コメントを青字で加えた。そ
れが適切か否かは各自で判断していただきたい。 

１ 使命・目的   
（１）使命・目的等  
〇学術会議の使命・目的は、学術の在り方の問い
直しも含めた学術の方向性や学術と社会の関係な
どを中長期的な視点から俯瞰的に議論すること。  
〇 国から独立した組織として発展していく学術
会議の将来を展望するとき、Science for 
science( あ る も の の 探 求 ) 、 Science for 
society(あるべきものの探究)を両輪としつつ、哲
学や倫理などの視点も交えて学術の在り方を問い
直し、学術の方向性や社会との関係も含めてその
統合を志向するような俯瞰的な議論を通じて、学
会や審議会ではできないナショナル・アカデミー
にふさわしいオンリーワンの活動、世界的・社会
的にインパクトのある提言等を行うことが期待さ
れている。 



 4 
(「科学のための科学」とともにブダペスト宣言
1999は「社会のための科学」を掲げたが、政府は
その意味をすり替えていることに注意) 
〇 国民や社会と適切にコミュニケーションをと
り活動していける組織であることが求められる。  
（内閣府室長はしばしば国民の代表が政府である
と言明している。また「社会」に言及する際も、市
民社会より産業界を念頭に置いている。） 
〇 新たな学術会議の基本理念は、世界の学界と提
携し学術の進歩に寄与するとともに、学術の向上
発達及び学術の成果を社会に還元し社会の課題を
解決することを通じて、国民及び人類の福祉並び
に我が国及び人類社会の発展に貢献すること。  
（学術は国境を越え全人類のためであり、ことさ
ら国の発展を掲げることは学術を歪めかねない。） 
〇 学術会議がミッションに沿って独立して自律
的に活動し、期待される機能を十分に発揮すると
いう前提の下で、国もその活動を保障し支援する
責務を負う。 
（政府にとって期待される機能が発揮されなけれ
ば支援しないということを意味する） 
（２）法人形態  
〇 我が国の科学者を内外に代表する地位、政府
に学術的助言を行う権限等は引き続き法律で認め
る。組織形態は以下の基本理念で設計を進める。 
（現学術会議法は政府に対する勧告権を明記して
いるが「学術的助言」にすり替えられている）  
① 会員の主務大臣任命を外し、政府は会員選考
に関与しない  
（法人化すれば任命行為自体がなくなるから学術
会議の独立性が強化されると懇談会でも語られ
た。だが任命行為は形式的とされてきたことを踏
みにじったのが菅政権であり、その反省なくして
さもより良くなるように言うのは欺瞞である。） 
② 主務大臣による法人の長の任命と中期計画の
認可は行わない。独立行政法人のような組織には
しない。  
（実際には同じような制度を組み込んでいる。） 
③ 国の機関のような人事・組織関係制度や会計 
法令による厳格な制約を外し、マネジメントの自
律性を高める。 
④ 必要な法定事項以外は学術会議の内部規則等
に委ねる。 
⑤ 活動・運営や会員選考の自律性を前提としつ
つ外部の意見を幅広く聴く仕組みを担保。 
（内閣府室長は2年前に、「聴くことは尊重する
ことだ」と語った。自律性とは相いれない。）  

⑥ ミッションに沿って活動・運営していること
を国民に説明する仕組みを担保する。 
⑦ 学術会議が国民から期待される機能を十分に
発揮するという前提の下で、国が必要な財政的支
援を行うことを明らかにする。  
（「国民の代表=政府」と内閣府は考えており、
政府の期待に沿わねば資金は出さない） 
〇 活動・運営全般について外部の意見を聴くこ
とは、国民から法律によって負託されたミッショ
ンをよりよく遂行するために不可欠。少数の科学
者だけが内輪の論理で独りよがりになってしまう
のではないかという懸念を生じさせないために
も、国民との約束として法律により制度的に担保
されることが求められる。  
（科学者の代表として学術の問題を話し合うこと
を少数の独りよがりということは許せない。） 
学術会議が我が国の科学者を内外に代表する地
位、国に学術的助言を行う権限、国からの財政的
支援などを法律によって保障されるのは、国民か
ら法律によって負託されたミッションを適切に遂
行するためである。活動・運営がミッションに沿
って行われていることを国民に説明する仕組み
も、国民との約束として法律により制度的に担保
されなければならない。 
〇 これまでに行ったヒアリング等により、我が
国の法人制度においては、国による財政的支援と
ガバナンスへのコミットメントとはトレードオフ
の関係にあることが明らかになっている。 
（学術はすべての人に価値あるものだからこそ公
的資金で支えるべきであり、学術の政府からの独
立を保障するために政府は関与すべきではない） 
２ 業務等  
（１）業務及び権限  
〇 組織及び業務の目的は、学術に関する重要事
項の審議や政府に対する学術的助言、学術に関す
るネットワークの構築及び活用、国民及び社会と
の対話の促進、国際的な連携及び交流などを行う
ことにより、学術の向上発達に資するとともに、
行政、産業及び国民に学術的な知見を提供し、学
術の成果を還元すること。  
（２）中期的な活動の方針等  
○ 中期的な活動の方針を策定し、ミッションの
明確化・具体化を図り、積極的に発信していく。 
○ 記載事項は、業務（学術的助言、国際活動、
各種ネットワークの構築・活用、国民及び社会と
の対話の促進）の目標及び実施方法、組織・運営
に関する事項、活動・運営の改善、財務など。  
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〇 予算要求の実質的な根拠
及び評価・監査の基準とな
るから、外部の意見を幅広
く聴きながら策定する。運
営助言委員会及び日本学術
会議評価委員会の意見を聴
く形で制度的に担保する。 
（活動方針も大臣が任命す
る産業界などの人々の意見
を聴き（尊重して）作成す
ることになる。）  
〇 予算要求の前提として、
中期的な活動方針を踏まえ
た具体的な年度計画を作成
する。  
３ 会員及び会員選考  
外部に説明できる選考の仕
組みを整えることを国民と
の約束として制度的に担保する。 
（１）国民が納得できるメンバー  
○ 科学者の価値は「新しい知識の創造」であ
り、会員選考において very best（学術的な卓越
性）が最終的な価値である。  
○ 性別、所属機関、地方在住者、若手研究者な
どとともに、新分野・融合分野などの学術的なダ
イバーシティや国際的な観点におけるダイバーシ
ティの維持・向上に努める 
（２）国民に説明できる選考方法（客観性・透
明性等）  
〇 コ・オプテーション方式を前提としつつ、投
票のプロセスを組み合わせる。  
○ 選考プロセスは、選考助言委員会の意見を聴
きながら学術会議が自律的に決定することが適当
だが、次の大枠は制度的に担保されること。  
① ダイバーシティの大枠、専門分野の設定及び
会員数の配分をあらかじめ定める  
② 大学、学協会、国研、産業界等からの候補者
推薦の仕組みを設けること  
③ 専門分野における選考は、当該専門分野に所
属する会員全員が参加する投票により行う 
④ ショートリストをもとに、大分野別又は会員
全体での投票を行い、候補者を絞り込む  
⑤ 実質的な意味のある投票とする 
（３）会員数・連携会員（協力会員）及び身分  
○ 会員数を250人以上300人程度まで増員。連
携会員制度に代えて会員以外の者が弾力的に審議
等の活動に参加し会員に協力する仕組みを整備。  

〇 任期は 6年のままで再任可・75歳定年。 
（４）選考助言委員会  
〇 選考助言委員会を通じて外部の社会的集団の
利害が選考方針に影響を及ぼす可能性や、委員会
が選考基準や手続きについて意見を述べること
が、コ・オプテーションや自律性の制約にならな
いか懸念する向きもあるが、  
・ 委員は会長任命であり、すぐれた研究又は業
績を有する者であること  
・ 意見の対象は選考に関する方針や手続きであ
り、各会員の個別の選考について意見を言うこと
は想定されていないこと  
・ 意見に法的な拘束力はないこと  
・ 議論の過程は記録に残し検証可能であること  
などが前提であり、学術の独立性や自律的正統性
との関係で問題を生じることは考えにくい。 
（会長任命というが、2年前の法律案の際にも
CSTIと協議して会長が任命する、と笹川室長が
語ったようにフリーハンドとは限らない。政府の
意向を無視して任命できるだろうか。また「選考
方針」の内容も幅が広く、例えば産業界の会員を
増やすことなども選考方針として決められる。そ
もそも自律的選考に外部の助言を求めること自体
が矛盾で、上記案でさえ「問題が生じることは考
えにくい」と言うだけで生じないと言えない。）  
（５）新たな学術会議の発足時の会員の選考  
(A) よりオープンで慎重かつ幅広い選考方法  
○ 新たな日本学術会議の発足時の会員の選考
は、その後のコ・オプテーションによる会員選考
のベースになるので極めて重要。初期メンバーと
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してvery bestの会員を
選ぶためには（学術的な
卓越性）、現会員だけに
よるコ・オプテーション
ではなく、多様な視点か
らよりオープンに慎重か
つ幅広く選考することが
望ましい。学術会議のミ
ッションに沿って、新分
野・融合分野への対応や
ダイバーシティの向上な
ど学術の進歩と社会の変
化も踏まえて適切なセッ
トアップを行い、その上
で、それ以降の通常の会
員選考については、very 
bestの新会員によるコ・
オプテーションによる。 
〇 具体的な選考方法は、検討中である。 
（たとえ法人化されたとしても、政府や産業界の
人が加わって学術界代表を選ぶということ自体が
ありえない） 
(B) 現会員として任期が残っている会員の取扱い  
〇 法人発足時に会員任期を3年間残している人た
ちは、新会員として選考されることも可能であ
る。反対に現在の会員としての任期を3年間残し
ている人たちが任期6年を前提に任命されている
ことを重く見て、選考を経ることなく新法人の会
員とみなすことも考えられる。  
４ 内部組織  
（１）総会及び役員会  
〇 最高意思決定機関として総会を置く。 総会の
下に役員会を置く。  
（２）会長等  
〇 会長には、学術的に卓越した業績に加えて  
・学術及び学術会議の方向性への明確なビジョン  
・組織マネジメント及びガバナンス能力・経験 
・会員や国民・社会とのコミュニケーション能力  
なども必要。  
○ 会長は常勤又は非常勤の一方にあらかじめ限
定せず、勤務形態を弾力的に設定する。  
〇 任期3年・1度に限り再任可とする。  
○ 会長は会員の互選。学術会議の内部に会長選
考委員会（仮称）を置くことが考えられる。  
 
５ ミッションに沿った活動・運営の支援  
（１）財政基盤  

〇 予算は運営するための経常的な経費、ミッシ
ョンオリエンテッドな課題に関する費用、自主的
な活動に関する経費の3つに大別される。 
○ 財政面での独立性・自律性の確立、活動の活
性化や水準の向上という観点からも、財政基盤の
多様化に向けての努力が求められる。 
（多様化とは政府や産業界から諮問された場合、
その対価をいただくなどだが、学術の独立性が歪
められかねず行なうべきではない）    
（２）事務局機能の強化 略 
（３）運営助言委員会  
〇 運営助言委員会は、中期的な活動の方針や予
算案の策定、組織の管理・運営などについて、外
部の視点・知見を提供する。  
○ 運営助言委員会はアドバイザリーボードのよ
うな専門性と機動性の高い組織として設計・運用  
○ 会長が委員を任命するに当たっては、幅広く
外部の視点・知見を提供できるダイバーシティの
高いメンバーとする。  
（４）活動・運営の評価等  
〇 また、評価委員や監事を主務大臣が任命するこ
とはナショナル・アカデミーの基本理念と矛盾す
るのではないかという心配もあるが、評価・監事
は学術会議の活動（提言など）の学術的な価値を
判断するものではなく、ミッションに沿って活動
していることを国民に説明するためのガバナンス
の設計方法の問題である。評価される人が評価す
る人を選び、監査される人が監査する人を選ぶの
では納得性・信頼性を欠き、評価・監査したことに
ならない。 
（政府からの独立を掲げているのに大臣が任命す
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るということ自体がおかし
い。監査は必要で、これま
で学術会議が選んだ第三者
の監事が監査を行ってき
た。社会には自ら監事を選
ぶ組織が少なくない。それ
が間違っているのか。もし
学術会議任命ではだめだと
いうのであれば学術会議と
は異なる独立した組織が幹
事を任命する、あるいは国
会承認とするなどの制度を
考えるべきである。）  
(A) 自己点検・評価等  
○ 学術会議は、毎年、業
務、組織・運営、財務の状
況などについて自ら点検及
び評価を行い、その結果を
日本学術会議評価委員会に報告し公表。  
(B) 日本学術会議評価委員会（仮称）  
〇 ミッションに沿った活動・運営を行っている
ことを国民に説明するための仕組みとして、評価
委員会を設置し、学術会議が行う自己評価をもと
にトレースし、国民に説明することが適当。  
〇 チェックポイントの例、ミッションや中期的
な活動の方針を踏まえた課題設定がなされている
か、ステークホルダーとコミュニケーションをと
っているのか、俯瞰的な議論をしたか、提言発出
後に十分にフォローアップが行われたかなど。  
〇 プロセス評価とでもいうべき方法を中心に、
毎年の自己点検・評価を活用したパフォーマンス
の確認も併用しステークホルダーへの説明・議論
を通じて活動・運営の状況を国民に可視化。 
（国民への説明と言うのであれば、今も学術会議
が行っている様々な対話とともにパブリックコメ
ントなどを活用することが重要。ステークホルダ
ーと曖昧にしているが、その中心は産業界で、そ
の意を受けて学術が歪められかねない。なお学術
会議の大久保第一部副部長が、11月 5日の組織・
制度 WG で次のように発言した。「国自身の政策
評価ではそもそも第三者機関としての評価委員会
は置かれておらず、パブリックコメントもされて
いない。そういうものも政策評価として現在なさ
れている中で、学術会議はきちんとパブコメをし
て国民に説明責任を果たすやり方で自己評価、そ
れから学術会議が設置する外部評価の適正を担保
し、説明責任を果たし、透明性を確保する、そうい

うコンセプトになっている」（議事要旨p.34）  
 (C) 監事  
○ 組織が定められたルールに基づいて適正に活
動しているかを見ていくことで、組織のミッショ
ン遂行に貢献することを職責とする。 
〇 監事は法人の長と緊張関係にありつつも良き
理解者であり、敵対するものではない。監事が、
その職務を遂行するに当たり、独立性の保持に努
めるとともに、常に公正不偏の態度を保持するも
のとすることを確認的に法律に明記することなど
も考えられるが、何よりも監事の役割や実態をよ
く踏まえた議論が必要だと思われる。 
（そうであれば大臣任命とすべきではない）  
〇 制度の設計及び運用について学術会議の懸念
が払拭されるよう引き続き議論していきたい。 
 
以上の原案に対し 11 月 29 日の懇談会で示され
た学術会議の二つの文書の全文を紹介する。何が
問題か、両者を突き合わせて考えていただきたい。 
 
資料２「より良い役割発揮のためのナショナ 
ルアカデミーの設計コンセプトについて」  

令和６年10月 31日日本学術会議幹事会 
第13回有識者懇談会資料２ 

日本学術会議は、これまで一連の総会声明等に
より法人化をめぐる政府の考え方に懸念を表明し
てきた。令和６年７月29日に開催された第12回
有識者懇談会においては、日本学術会議会長名で
「法人化をめぐる議論に対する日本学術会議の懸
念」と題する文書を提出し、主な懸念事項を簡潔、
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かつ、わかりやすく５項目にまとめて提示した。
しかし、残念ながら、有識者懇談会等の議論でも
これらの懸念は払拭されておらず、議論がかみ合
っていない。そこには、以下のような理由が存在
していると考えられる。  
・日本学術会議のガバナンスにおいては、既存の
考え方にとらわれず自由な発想を伸ばすという学
術の本質及び科学的助言の中立性確保の必要性を
踏まえた観点から、一般の行政組織とは全く異な
る設計コンセプトを必要とするという理解が共有
されていない。 
・したがって、政府の法人化案は、依然として行政
組織のガバナンス構造を基礎としており、ナショ
ナルアカデミーの特殊性に配慮してこれに若干の
修正を施すという発想から抜け出せていない。 
ナショナルアカデミーの最重要の役割は、普遍
的・俯瞰的観点から勧告権に基づく科学的助言を
行うことであり、これまで日本学術会議が示して
きた５要件 1 は、それを実現するために必要不可
欠な条件である。監事や外部評価委員を大臣が任
命することは、独立行政法人等にはあてはまるも
のかもしれない。しかし、そのような政府主導に
よるトップダウン型のガバナンスは、科学的助言
の中立性を損なうおそれがあるため、ナショナル
アカデミーの基本理念と矛盾する。それ故、仮に
日本学術会議を法人化する場合には、別添のよう
な案をもとに議論すべきである。   
日本学術会議のより良い役割発揮の実現を目指
す本懇談会において、より建設的な議論を行うた
めに、５要件を充たしつつ、適切なガバナンスを
確保するために必要な観点を、以下に提示する。  
●ネットワーク型・ボトムアップ型のガバナンス 
学術の発展は、ネットワーク型・ボトムアップ
型のガバナンスを必要とし、監事や外部評価委員
を大臣が任命するトップダウン型の構造とは相容
れない。独立性、自律性を保障された日本学術会
議は、学術をすべての人のものとするために、パ
ブリックコメント等を通じて、国会、政府、産業界
のみならず、大学等の研究機関、学術団体、NGO、
市民を含む幅広い多様な人々とのコミュニケーシ
ョンと参加を促進する。そのことにより、日本学
術会議は、運営の透明性を確保し、それらの多様
な主体に対する説明責任を自律的に果たすことを
目指す。 
●国際性 
学術は本来公共財であり、学術が解決すべき課
題の多くには国境がない。独立性・中立性の確保

をはじめ、ナショナルアカデミーが共通で抱える
ガバナンス上の課題についても、日本学術会議が
新たに設置した国際アドバイザリーボードを活用
するなど、海外のナショナルアカデミーと密接に
連携しつつ対応することが望ましい。 
●組織の基本構造を法定することによる民主的
正統性の確保 
時の政府の意向に左右されないよう独立性を確
保するためには、独立性の保障をはじめ組織の基
本構造を法律により定めるとともに、詳細を日本
学術会議の会則による自律的な決定に委ねること
によりその独立性を制度的に保障する必要がある。 
 
資料３ 

2024.11.26 日本学術会議幹事会 
第 13回有識者懇談会資料3 

日本学術会議では、会員選考に関しては、学術
の自律性・独立性に鑑み、基本的な事項のみ法定
し、柔軟で迅速な活動のために詳細は内規で規定
することを方針としている。そこで、日本学術会
議は、７月 29 日の有識者懇談会に提出した会長
文書「法人化をめぐる議論に対する日本学術会議
の懸念」において、「４．次期以降の会員の選考に
特別な方法を導入すること（コ・オプテーション
の考え方の逸脱になる）」、「５．選考助言委員会の
設置を法定すること」は、到底受け入れられない
ことを表明した。   
これに基づき、11月 11日の会員選考等ワーキ
ング・グループにおいて、「日本学術会議の会員選
考に関する論点」として、特別の選考方法の導入
と選考助言委員会の設置の法定が、如何に 「近視
眼的な利害に左右されない独立した自由な学術の
営みを代表するアカデミーの活動」を阻害するも
のであるかについて説明を行った。日本学術会議
として、この方針の変更は考えていない。 
日本学術会議の会員選考の方針として、内閣府
が提示する特別な選考方法の導入と選考助言委員
会の設置の法定が不要であることを再度説明し、
加えて、法定すべき基本的事項を提示する。 
・特別な選考方法と選考助言委員会について 
特別な選考方法に関しては、仮に日本学術会議
が法人化するとしても、そのミッションに基本的
変更はなく、ミッションに基づく活動は第 26 期
から第 27 期へ継続するのであり、そこに断絶が
あってはならない。また、会員選考と法人化は本
来別次元の問題であるにもかかわらず、政府案で
はこの法人の設立委員が選考委員を任命するとあ
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り、この方式は合理性に欠ける。 
そもそも、第26期に選考され第27期も会員を
継続する者は、第 26 期の期首において内閣総理
大臣から任命され、その付与された役割を６年間
全うすることを託された者である。その者たちを
再度選考に付さねばならない理由が不明である。 
このように、第 27 期の会員選考にあたって特
別な選考方法を採用することには合理的理由がな
く、日本学術会議の活動に混乱を付加するのみで
ある。したがって、特別な選考方法は不要である。 
選考助言委員会に関しては、一定の外部の社会
集団の利害が会員選考の方針に影響を及ぼすこと
を懸念している。これは、会員選考にあたって外
部の意見を聴取しないという意味ではない。日本
学術会議内部に設置されている選考委員会におい
ては、これまでも各種の外部団体に意見聴取を行
い、会員の推薦も依頼するなど、会員選考の改革
を着実に進めており、日本学術会議が説明責任を
負うべき様々な社会的アクターとの関係にも十分
配慮したものとなっている。 
問題は、所定の要件に従って任命される選考助
言委員会を法定することにあり、それによって外
部の一定の社会集団の利害が長期にわたって会員
選考の方針を左右しかねないことにある。選考助
言委員会委員の任命要件が法定されれば、会長が
任命するとしても、委員会の構成が一定の視点か
ら強く方向づけられることになる。 
また、選考助言委員会が、会員選考に関する方
針、選考基準、選考する会員数、専門・分野別の配
分、外部からの推薦手続、投票の方法等の案の作
成など、選考のあり方やプロセス全般について意
見を述べることになれば、コ ・オプテーションに
より自律的になされるべき会員選考のあり方が大
きく制約されることになる。 
したがって、新たに選考助言委員会を法定する
ことは不要である。 
・会員選考について法定すべき事項 
日本学術会議の基本構造を法定することは、民主
的正統性の確保と独立性の制度的保障のために不
可欠である 2。会員選考に関して言えば、現行の日
本学術会議法と同様に、会員数・任期・定年及び会
長の選考方法がそれに該当する。その詳細は、７
月19日の会員選考等ワーキング ・グループに提
出した「会員選考のあり方の検討状況について」
においてすでに説明したところである。会員数に
関しては、目的に応じて数十名規模の追加を検討
しているが、任期・定年及び会長の選考方法に関

しては、部分的に柔軟性を持たせるとしても、原
則として現行法の規定から大きな変更をしない方
向で検討している。これらに関しては、引き続き
内閣府とも議論を重ねてゆく。 
法定すべき事項は上記のとおりであり、これら
以外の事項に関しては、内規で定めることによっ
て、自律的かつ機動的に活動する基盤が付与され、
日本学術会議のより良い役割発揮が可能となる。 

10 月 21-22 に行われた日本学術会議総会の簡
単な報告と、コメント（私見）★を付記する。なお
総会初日の様子は下記 Youtube でまだご覧にな
れる。（そのうち削除されるかもしれない）その開
始 か ら の 時 間 を 各 発 言 に 付 す 。
https://youtube.com/live/OUfcD-i8mRg 
また総会二日目は下記でご覧になれる。 
https://youtu.be/iXkQmW3WZxw  
総会配布資料は下記からダウンロードできる。 
https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/soka
i/siryo192.html  
１）冒頭に挨拶した坂井担当大臣は「学術会議の
独立性・自律性を高め機能を強化するという観点
から、有識者懇談会及びワーキングで独立した法
人格を有する組織として必要な法制の検討を進め
ている。4 月総会の声明で、継続的かつ建設的な
協議を求めるという意見をいただいているので、
丁寧に検討を進めていきたい」と述べた（16:40） 
２）続いて会長から活動報告がなされた。議論は
午後。学術会議の在り方に関しては資料２p.7、
28:00～の発言を参照。 
３）午後の第一議題は政府が策定する「第 7 期
科学技術イノベーション基本計画」に対する学術
会議の｢提言｣案が科学者委員会学術体制分科会の
林委員長より提起された。（3:13:30 より 3:45:00）
資料参照 その後質疑が 1 時間程行われた
（4:50:00 まで）。資料 p.11 に示されているよう
に、従来の提言とは異なり、政府の政策担当者と
のチャンネルを作るために提言 1 で「喫緊の社会
課題対応に役立つ科学技術」について取り上げ、
提言 2 に従来トップに掲げていた「基盤研究の充
実」を示し、そして提言 3 として「科学と社会の
変容を促進する基盤整備」としてオープンサイエ 

日本学術会議総会 
（10 月 21-22 日） 

の報告 
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ンスなどを提起し、最後に提言 4「高度な人材の
育成と多様な活躍」を提起している。 
★CSTI が主導して決められる「第 7 期科学技術
イノベーション基本計画」に対して、学術会議の
側から、この間の「選択と集中」政策が大学の運営
費・研究費不足、非正規研究者の増大、その結果と
して博士課程進学者の減少、基礎研究力の低下等
をもたらしていることへの批判と抜本的対案が出
されるべきではないかと感じた。 
４）休憩後、日比谷副会長から「会員選考のあり方
の検討状況等について」（総会資料7）が報告され
た。（5:05:00 より）ここでは10月 16日に 3か
月ぶりに開催された内閣府の選考ワーキンググル
ープの会議で内閣府が出した補足資料p.14-17と
学術会議が出した資料 p.8-10 をもとに説明され
た。p.8-10 は、【現行、会員制度の改革案（現行制
度を学術会議として微修正する案）、法人化検討案
（法人化する場合の学術会議案）、有識者懇で検討
中の案（大臣決定に基づく内閣府案）】の4つを対
比している。議題が「会員選考のあり方の検討状
況」だったこともあり、その後の質疑でも、会員
数、定年を75歳にすることの是非、部分的に投票
を入れる可能性、内閣府提案にある選考助言委員
会の機能を制限すればよいのでは、などの意見が
出されたが、「法人化」案の本質的な問題にどう対
処するかについてはほとんど議論されなかった。 
５）最後に発言した U 委員から（6:33:50）、「特
別な法人として国が財政的支援を行なう場合は、
中期計画を作成し、大臣が任命する評価委員会の
評価を受けなければいけない。公益法人としてナ
ショナルアカデミーの地位を定める限り、経費の
一部を補助する、としかかかれていない。国によ
る管理と国からの資金を引き換えにした案しか出
されていない、という問題意識をここで全員が共
有する必要がある。これはおかしな話で、公益に
資するものであれば国がお金を出すのは当然で、
活動に口を出すことと引き換えにするのは全くお
かしい。これに対抗する論議はきちんと固めて臨
む必要がある。」という意見が出されたが、それを
巡る議論はなされなかった。 
★初日の議論では「重大な決意」と会長が語った
際の緊張感が感じられなかった。総会の中で選考
助言委員会については選考の透明化を図ることに
限定して認めてもよいのではという意見も出され
た。また中期計画についても、米国アカデミーが
出しているような計画ならばよいのでは、と言う
意見もあった。しかし最も重要な大臣任命や新た

に発足するときの会員選考問題については内閣府
が撤回しない限り妥協の余地はない。またここに
は入っていないが財政の問題も重要。法人化した
場合に、政府は様々な条件をのまなければ金を出
さない。そういう独立性の侵害をどう打ち破るか
についてはほとんど議論がなされなかった。 
６）総会二日目 アクションプランの報告と質疑
の後、総会が残り一分となった時にお二人から発
言がなされた。（二日目映像の2:08:24 から）  
Ｈ会員 
「アクションプランを含めた昨日からの議論の基
本を確認したい。今回の総会の議論は、より良い
学術会議になるのならば法人化を否定するもので
はない、というものではない。我々は法人化を容
認したうえでの細部の検討を昨日から行っている
のではない、ということを確認したく思います。
日本学術会議の基本的立場はあくまで 5 要件の重
要性を強調し、様々な改革は現行の設置形態を変
えなくても内規等の形で十分に行っていけるので
あって、したがって法人化の必要はないのであり
ます。この基本は改めて明確にされることが重要
ではないかと考えます。以上です」 
光石会長 
「ありがとうございます。おっしゃられるとおり
でありまして、昨日の資料（小寺註 総会資料７ 
p8-10 の「法人化検討案」を指すと思われる）は、
仮に法人化したとするとという前提のもとですの
で、われわれは法人化するともしないとも言って
いないので、あくまでもより良い役割を発揮でき
ることを条件に、という議論でございますので、
おっしゃられる通りです」 
Ｋ会員 
「手短に一言だけ、基本的にはH先生のご意見に
全く同じです。非常に気になったのは、昨日やっ
たのは条件闘争ではないのだということ、基本的
な学術会議の幹事会の方針におそらく私たちは皆
賛同しているのではないか。それは何かと言いま
すと、7 月 29 日に出されましたあの懸念はほぼ
共有できたのではないかと思っています。従いま
してこれはぜひ貫徹していただきたい。気になっ
た議論を一つだけ申し上げますと、評価であると
か監事を置くことでお金がもらえるのだったらそ
れはそれでいいじゃないかと、逆にそれでお金を
とってくるという方法があるのじゃないかと、い
う話が出ておりましたが、これは私はトロイの木
馬だと思います。あるいは蟻の一穴と言ってもい
い。非常に怖いことで、最初はいいかもしれませ
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んけれど、おいおいおそらく崩される。なぜなら
ば本来お金を出すのは必要経費と書いてあります
ので、必要経費しか出してくれない。そういう中
で結局私たちが自主努力によって金を集めてこな
ければいけない。非常勤のこれだけの集団がどう
して営業的な、大学法人のような仕事をやらねば
いけないのか、結局20年後、30年後の学術の世
界に大きな影響を与える。今私たちはそういう中
にいるんだということを基本的に共有していただ
ければありがたい。それは 7 月の懸念でございま
す。したがって私は幹事会の方針には完全に賛成
でございますが、どこに蟻の一穴、地雷、トロイの
木馬が仕掛けられているのかということを私たち
はきちんと見抜かなければいけないと思っていま
す。」 
光石会長「まったくその通りでございます。あり
がとうございます。」 
★総会の最後にお二人がこの発言をされ、光石会
長が「その通りです」と応じたことは重要である。
この意見と会長の回答を、本総会の確認として記
録していただきたいと思う。 
二日間を振り返って、このことこそが時間をか
けて議論され、確認されねばならなかったと改め
て思う。7 月 29 日の会長発言は有識者懇談会の
中でも重く受け止められた。だからこそ筑波大学
学長の永田委員は「話している最中に、これが取
りまとめられないのなら重大な決意をするとはお
かしい。それだったら初めからこの会に出てきて
はいけない」という許し難い威圧的な発言を行っ
た。 
この５項目が受け入れられないときには学術会
議はどうするのか、重大な決意とは何か、という
ことを会員が議論し、会長の決意を共有し、それ
を総会決議として確認することが必要だったので
はないか。特に最後に出てきたお金の問題、そし
て新学術会議の会員選考の問題は絶対譲れないこ
とで、しかし内閣府も今の状況ではこれを撤回す
るとは考えられない。このままいけば年内、ある
いは年度内に懇談会の最終報告が出され、来年の
通常国会に法人化法案が出される可能性が高い。
梶田前会長は「理念なき法人化は『日本の学術の
終わりの始まり』」（『地平』24 年 10 月号）とい
う危機感を語っている。しかし「学術会議の法人
化は社会問題化していない」と10月 10日の毎日
新聞夕刊 2 面の大きな記事で千葉記者が指摘して
いるように、危機感は科学者にも市民にも広がっ
ていない。法案が出てからでは間に合わない。今

から内閣府「法人化」案の問題を大学、学協会、市
民団体などで様々な場で話し合っていかねばと思
う。   （文責 小寺隆幸 １０月２５日記） 
 
関連資料 
学術会議総会を巡るWGの議論 

組織・制度ＷＧ第 9回   
11 月 5 日議事要旨より 

有識者懇談会や二つのＷＧでの議論の中には本
当に次元の低いものもあり、これで日本の学術の
未来が左右されると思うと悲しく、また腹立たし
くなる。ここでは上記の総会での光石会長発言に
ふれたＷＧの議論を紹介する。 
○藤川委員 
総会の最後にお一人の方が、今のままがよい、
法人化は不必要だとコメントされる中で、会長が
おっしゃるとおりとコメントされたことに、非常
に絶望の思いを私は持ちました。９回目のこのワ
ーキングは何なのか、法人化不要だということを
会長が「おっしゃるとおり」とおっしゃるのであ
れば、一体何のためにやっているのかと非常に疑
問に思いました。 
○大久保学術会議第一部副部長   
今回の政府案のように大臣決定では何よりも独
立性を徹底させることが重要であると言いつつも、
現在日学内部に置かれている評価委員を大臣任命
にして内閣府に置くであるとか、監事の大臣任命
であるとか、この部分は独立性の低下以外の何物
でもない。なぜ国にとどまっているのかといえば、
現行制度と比較して独立性が強化される案になっ
ていないからであるという一言に尽き、そしてそ
れ以外の法人化がイメージできないのであれば、
現在の日学は通常の行政組織ではなく、特別な総
理所轄の組織として独立性が保障されている。こ
こにこそ制度的な保障の意味があるのであって、
設計のコンセプトの違い、ここをぜひとも考えて
いただきたい。今回の法人化の目的が独立性の徹
底にあるという政府の目的自体が、本当にそれが
目的なのかどうかを問いたいと思います。 
○笹川室長  
独立性をより保障することによって機能強化を
進めていくという点で一致しています。国の外に
出て公正性に疑念が持たれないようになることは
最大のことだと思っていますし、国の公務員でな
くなることによって任命手続にも国が一切関与し
なくて済むことになる、そして財政的にも国に完
全に握られるのではなくて自分たちでさらに大き
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くお金を集めて活動できるようになる、大きく言
うとこの３つが挙げられていたと思います。 
監事や評価はそれに伴って必要な仕組みを担保
するための付随する仕組みであり、それをなるべ
く軽いものにしていこうということで、このワー
キングでもいろいろアドバイスをいただいて設計
しつつあるということです。 今日もまたなぜ法人
がいいのかというもう１年近く前に終わった話に
また戻ってきているというのは、まさにかみ合っ
ていないという印象を受けている次第です。  
○瀧澤委員   
今までの国の特別な法人のほうが独立が保たれ
ていたのではないかというお話でした。任命拒否
ですね。あれはまさに独立性が保たれていないこ
との証明だったと思うのです。今の制度のまま行
けばもう一回ああいうことが起きても不思議はな
いと思いますし、私は二度とあのようなことが起
きてはならないと思います。今の日本のアカデミ
ーとしてああいうことが起きることは国際的にも
非常に恥ずかしいことだと思います。しかしそれ
を許す制度になってしまっているのが現状だとい
うことをぜひ御理解いただきたい。  
日本の近現代史で三権のどこにも属さない組織
が何をしたのかを思い起こしていただきたい。統
帥権ですけれども、今の日本国憲法でいえば立法、
司法、行政の３つの独立した機関が相互に抑制し
合っていてバランスを保っていますけれども、そ
のどこにも属さない国の機関ということです。今
の学術会議の先生方が暴走するとは考えてはいな
いですけれども、しかし、制度上、極端にいえばそ
ういったことも許すような制度は、今ここで改め
るべきではないかと思います。  
ですから、国の予算あるいは勧告権といった公
的な資格を持つような公的な性格を持つ機関であ
れば、ある一定の歯止めが必要というのは当然か
と思いますし、逆に海外のアカデミーのように公
益法人や非営利団体など民間組織で政府から切り
離して、勧告権といった法的な位置付けがないと
は、私たちが基本的に考えているものが違うわけ
です。もし逆に本当に海外のアカデミーのような
ものであるとするならば、最初から予算が100％
国によって認められているような組織にはなり得
ないということかと思います。そのトレードオフ
は当然のことかと思います。 
○大久保第一部副部長  
現行法では本来推薦に基づいてと書かれており
ますので、少なくとも理由を示さない拒否はおよ

そ法の想定していないところだったと考えられま
すので、法の適正な運用は日学の問題ではなくて
政府の問題であると考えております。  
それから、どこの三権にも属さない、民主的な
正統性を持たないあるいはガバナンスが確保でき
ないのではないかという御懸念に関しましては、
基本的には日学が持っているのは科学的な助言機
能だけであって、何らかの公権力を有しているこ
とは一切ありません。そして、科学的助言の権威
はその内容に由来するということは、各国のナシ
ョナル・アカデミー共通の理解ではないかと思っ
ております。  
日学の民主的正統性は、第一には立法者がその
ような独立したナショナル・アカデミーを制度的
に保障するという意思を示すことそのものによっ
て担保され、そしてその運用に当たりましては、
基本的にはその組織自体の民主的構造、それから
単に特定の人のコントロールではなくて幅広い国
民の方々とのコミュニケーションを徹底すること
によって説明責任と透明性を自律的に確保すると
いうことが、学術としてはふさわしいガバナンス
の確保の方法ではないかと思っております。   
○只野学術会議第一部会員  
現行の統治機構の中でも独立性を持った機関は
いろいろ存在していると思います。ただ、それぞ
れの機関の特性に応じて適切な位置づけがなされ
ているというものかと思っております。加えて、
学術会議につきましては、何か強く政治を拘束す
るような、こういう権限は持っていない、そこは
非常に慎重な制度設計がなされているものと思っ
ておりますので、統帥権と対比されたらさすがに
行き過ぎかと思いますけれども、制度上、適切な
位置づけはされているだろうと思っております。  
○宝野委員  
任命拒否の問題に戻ってしまうと、議論が進ま
なくなってしまいます。この場は未来志向の議論
を進めていただきたいと思っています。 
○永里委員  
光石会長は本音は法人化に反対なのですか。そ
ういう言い方に聞こえました。望ましい形に法人
化すれば自由に活動ができるし、自由に真理の探
究ができるはずです。ここは学術会議を交えて望
ましい法人化を考えるべきだと思うので、そうい
う議論をしたいと言っているのです。 
このような低次元の議論で、日本の学術の未来が
決まっていく。ぜひ議事要旨をごらんください 
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被団協、ノーベル平和賞受賞という嬉しいニュ
ースが報じられた。よく考えてみると、このこと
は、軍学共同反対につながるものがあることに気
づいた。つまり、新潟大学でも制定した大学非核
平和宣言である。1980年代、全国的にこの運動が
広がった。 
新潟大学非核平和宣言では、まず、非核、つまり
核兵器の完全禁止を謳うと共に、次に軍学共同に
反対することをとりわけ強調している。1980 年
代後半、このころ、核の冬の問題が大きく注目さ
れ、核戦争の危機感が強くあり、核兵器禁止の大
きな世論としてあった。本来は、今がそれ以上の
危機の時期でもあるが。 
この状況を反映して、たとえば、1985年からは
じまった、広島・長崎からのアピール署名運動は、
全国の自治体ごとにその過半数署名を目指して広
範囲に取り組まれた。新潟市でも 3 年目の 1988
年、当時の人口過半数を超える 23 万８千余の署
名を集めた。私はその時の、新潟市の署名推進委
員会の事務局長役であった。そしてこの時期に重
なって、大学・研究所等で非核平和宣言が数多く
の大学で取り組まれた。大学では５つ、名古屋大
学、山梨大学、茨城大学、小樽商科大学、新潟大学
でこの宣言が採択された。新潟大学では、教職員
の過半数を超える 1600 人余の賛同を得て、制定
に至った。研究所でも、同様に取り組まれた。 
新潟大学では、平和教育に力を置くなどして、曲
がりなりにも、その精神を今もなんとか維持でき
ているかと思う。 
そこで、この被団協ノーベル平和賞受賞は、新潟
大学非核平和宣言で核廃絶を謳っている趣旨に即
して、被団協に祝意を表明したいと考えたのと同
時に、非核平和という点で、この平和の意味を再
考する機会を与えて
くれた。この非核平
和宣言に謳ってい
る、平和とは、大学に
とって、第一に軍事
研究をしない、とい
うことである。ここ 

らのことを、再度全国の大学にも考えてもらいた
いと、アピールとして、発表することとした。新潟
大学の有志でのアピールが以下である。 

被団協ノーベル平和賞受賞にあたり、改め
て、大学からの非核平和の発信を訴える 
ビッグニュース、被団協がノーベル平和賞を受
賞が、世界を駆け巡った。新潟大学は、非核平和宣
言をおこなった全国５大学のうちの一つという立
場から、心からの祝意を表したい。長年にわたる
核兵器の非人道性と核廃絶を訴えて来られた努力
は絶大なもので、これが核兵器禁止条約にまでつ
ながった。 
そして、改めて今、大学からの平和の発信も重
要であることを訴える。新潟大学非核平和宣言で
は、核兵器の完全禁止をまず謳う。かつて広島長
崎からのアピール署名では新潟大職員組合を中心
に３.５万の署名を集め核兵器禁止を訴えてきた
経験もある。今の情勢、グテーレス国連事務総長、
中満泉軍縮担当をはじめ核使用・核戦争への危機
感が言われており、受賞はこの危険への緊急の警
告の意味も持つ。核共有が持論の石破首相や維新
の会への痛烈な批判でもある。 
さらに宣言では、軍学共同に強い懸念を示し、
大学の教育・研究・医療は、平和と人間の尊厳を守
り、社会の発展に寄与すべきで、いかなる軍事関
係者との共同研究はしない、そこからの研究資金
の受入れはしない、またその機関に属する者の教
育は行わない、ことを明言している。今、軍学共同
が、日本の大学へ浸透しつつある状況を、大変懸
念する。大学は本来のあるべき姿を捉え直し、毅
然として対応すべきである。 
いま大軍拡、戦争準備が着々と進むが、これは
核抑止力につながっている。今回のノーベル平和
賞がこれに待ったをかけた形である。石破首相は、
ウライナがなぜ攻められたか問い、核を放棄した
からと言う。ならば、全世界の国が全て核を持つ
べきだということになる。これは国際法としての
核禁条約が発効している現時点で、人類の歴史の
歯車を逆転させる愚行である。核抑止とは実際に
使うことを前提としている。シュルツ元米国務長

 
大学は軍事研究反対の毅然とした態度を 

赤井純治（新潟大学名誉教授、軍学共同反対連絡会事務局） 
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官も 「数十万、数百万の市民がいるところに、文
明国の指導者なら核を落とせない。ならば抑止に
ならない」と指摘。それでも、核使用というなら、
狂気の沙汰で、文明国の人間ではありえない。こ
れが核の非人道性ということでもある。 
改めて、広島・長崎の惨状と戦争の悲惨が生み
出した平和憲法の９条を掲げ、徹底的な対話、平
和をリードする日本の原点にかえるべきである。
そして世界も、この受賞を機に、大きく核兵器完
全廃絶へ大きく進む時である。 
また宣言では、戦前の大学は、学問の自由・大学
の自治が奪われ侵略戦争へ加担させられた歴史の
教訓にも触れている。現在、政府による学術会議
法人化強要の動きがあるが、この戦前の動きに重
なって見える。 
  「学術研究および教育の最高機関」である大学
は、知と知性の拠点で、平和目的であるべき学術・
研究・教育・医療のあり方を、思い起こさせてくれ
たのがこのノーベル平和賞であり、国民の先頭に
立って、平和を発信してゆくべきことをここに改
めて訴える。 
2024年 10 月  
       新潟大学 教員・職員・学生有志 
     代表 赤井純治 （新潟大学名誉教授）

山崎 健 （新潟大学名誉教授）                          
＝＝＝＝＝＝ 
この姿勢が、歴史を振り返り、人類に貢献する
大学のいわば原点であろう。 
軍学共同反対の運動の中で、若い研究者・教員
の中に、研究費不足からか、研究ができるなら、防
衛省（軍事関係機関）からの研究費でも構わない、
という考えも強まってきていると感じる。しかし、
それは間違っているということ、このノーベル賞
を機会に考え直してほしい。大学のトップ、執行
部にも、さらにこの原点に返って、深く考えてほ
しい。 
折しも、衆議院選挙で、国会の様相が大きく変わ
った。自民党政治からの脱却を志向する大きな流
れ、そして改憲勢力が2/3を割った。これまでの、
大軍拡一辺倒の政治は今後の展開次第で、大きく

変わるかもしれない。あるべき、平和の学問が大
きく復活した時、今の軍事研究を許容した自らを
恥じることのないよう、研究者としての矜持を持
ち続けてほしい。この選挙の結果は、一人ひとり
の投票結果である。一人１票が政治を変えること
を示した。大学人が一斉に運営費交付金を増やせ、
学費を半額に、給付型奨学金を大幅に増やせなど
と、声を上げる、あるいはストライキも辞さずと
いう構えで迫ったらどうなるだろう、こういうこ
とも考えるべきではないか。さらに。来年参院選
で大きく平和の勢力が伸びたら（また伸ばさねば
ならないが）、大軍拡からの方向転換、大学予算の
拡充・余裕ある学生生活、平和への道を歩み始め
るかもしれない。この未来に恥じないような矜持
が いま 求められる。 
                 
【追記】 また、最近の報道で、防衛装備庁が安全
保障技術研究推進制度の中に概算要求で、新たに
“補助金”という支援する制度を創設するという。
タイプDは 5年で最大20億年、タイプEは 2年
間で最大500万円。大学の研究者に、軍からの資
金を受け取ることに、抵抗を小さくし、全体とし
て大学・学術界を軍事研究に巻き込んでゆこうと
いう策と受け取れる。原発誘致と同じ、札束で意
のままに動かそうという手法である。大学教員が、
こういう金に目が眩む無節操、不見識、科学者倫
理も何も投げ捨てた態度でであって良いものか。
戦前の歴史をしっかり学んだのか、マンハッタン
計画のオッペンハイマーの映画を見たのかなど、
問いたい。いま、学術会議の法人化の動きも併せ
て、いわば、大学・学問と戦争・平和をめぐって歴
史の岐路にある。そして、昨今の情勢からは、新た
な政治プロセスがはじまりかけており、平和勢力
が力を合わせて闘えば、明るい未来が開けること
も、指摘したい。 
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       共同代表：池内 了 ・野田 隆三郎・香山 リカ 
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 菅首相による学術会議任命拒否は 2 重に「学問の自
由」を侵す。学術会議の独立性を壊すことは、学術会議
が守っている学問の自由を侵すことになる。また 6 名の
学者の任命拒否は学術的良心に基づき安保法制などに反
対したことが理由であるとしか考えられず、そうならば
学術的良心に基づく言論の自由を迫害する。 
 そもそも法律違反である。日本学術会議の独立性は法
律が担保している。日本学術会議法第 1 条で「内閣総理
大臣の所轄」とされているが、法律用語の「所轄」は
「監督」ではなく、面倒は見るが口は出さないというこ
と。（註）会員の選考は学術会議の権限であり、その条件は
業績。菅さんには選考する権限はなく、推薦に基づいて
任命する。これは推薦通りという意味で、憲法第 6 条
［天皇は国会の指名に基づいて任命する］と同じ。国立
大学学長についても、学長選考会議で選び、申し入れに
基づいて文部科学大臣が任命する。これが大学の自治。 
  学術会議法で何重にも自立性が守られている。任命し
ないのは違法行為であり、そういうことを平気でするの
は学問の自由について、さらに人の自由についての認識
が希薄だからである。自由の価値を知らないのではない
か。そして学問を極めて軽視している。 
 学問の自由は基本的人権の一つである。思想、表現、
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信教の自由など内面の自由の一環である。人権はすべて
の人が生まれながらに持っているものである。学者にな
る、ならないに関わりなく、6 歳の子も学問の自由を持
っている。もともと日本語の「学問」は学ぶことを表し
福沢諭吉の「学問のすすめ」は学ぶこと全てを指す。 
 学ぶことは民主主義の基本。1947 年教育基本法の前
文は「民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と
人類の福祉に貢献しようとする…理想の実現は、根本に
おいて教育の力にまつべきものである」とした。これは
2006 年安倍政権による『改正』で削除された。それで
も教育の目的に「人格の完成」、「平和で民主的な国家及
び社会の形成者」という言葉は残った。単に国家の一員
ではない。国家はあらかじめあるものではなく、人々が
創っていくもの。そのために主権者として学ぶ。公共図
書館はそのためにある。学習権は参政権である。学んで
いなければ判断できない。騙されない人間を育てること
が教育の目的である。 
（この後の教育と図書館の話は省略。文責：小寺隆幸） 
引用者註：内閣法制局長官編著「法令用語辞典」では「所轄と
いう用語は、当該機関の独立性が強くて主任の大臣との関係が
最も薄いものにつき、行政機構の配分図としては一応その大臣
の下に属するという程度の意味を表す」と記されている。 
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 10 月 27 日夜、産経ニュースは奈良林直名誉教授の発
言として次のように報じた。（要旨） 
 「防衛省からの資金提供辞退に日本学術会議声明が影
響した。学問の自由を侵しているのは学術会議の方だ。
学術会議の声明に伴い研究継続への圧力があった。軍事
研究に反対する団体や学者らでつくる軍学共同反対連絡
会は北大総長に対する面会要求や公開質問状の送付を繰
り返した。同連絡会のホームページには「（北大が）私
たちの運動と世論、学術会議声明を無視し得なくなった
からで、画期的だ」との記載もある。学術会議の声明が
錦の御旗になってしまった。」

  
   更にインタビュー詳報では「日本学�	 議と軍学共同

 
 だがそもそも奈良林氏は「学術会議幹部は北大総長室
に押しかけ、2018年に研究を辞退させた」というフェ
イクを 10 月 5日に国家基本問題研究所 HP に公表した
本人である。それは SNS で拡散され、学術会議を圧力
団体とし攻撃するツイートが飛び交った。その後虚偽で
あると判明したが、奈良林氏は謝罪するどころか、「学
術会議幹部が押しかけた事実はありませんでしたので、
『学術会議からの事実上の圧力で、北大はついに 2018
年に研究を辞退した』と訂正します」と居直った。その
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「圧力」と称するものが面会要求や公開質問状のようだ
が、27日の産経のインタビュー詳報では「主催は学術
会議だと思ったが連絡会だった」と更に修正した。しか
も自らの誤りを正当化するために「学術会議と連絡会が
一体化」と全く根拠のないでたらめを言う。科学者とし
ての理性と矜持があるのだろうか。 
 事実を明確にしておこう。北大に質問状を出したのは
連絡会に参加している「北海道の大学・高専関係者有志
アピールの会」であリ北大教員も含まれる。これは同会
の主体的な取り組みであり、連絡会はニュースに報告を
掲載することで協力したにすぎない。連絡会参加団体の
行動は連絡会の行動だという考えは論理的にも誤りであ
り、取り組みを主体的に担った北大内外の研究者や市民
への冒涜である。奈良林氏が同僚や市民の声さえ外部か
らの圧力ととらえ、虚偽情報を拡散させた責任は重い。 
 その奈良林氏の言葉を鵜呑みにし、連絡会やアピール
の会に事実を確認することもなく報道する産経新聞のメ
ディアとしての良識も問われる。特に「学術会議と連絡
会は一体」という虚偽の発言をそのまま報じることは、
フェイク情報を拡散することである。学術会議と連絡会
に謝罪があって然るべきではないか。事実に基づき、
発言をクリティカルに掘り下げるジャーナリズムの基
本に立ち戻るべきである。

介》 

・大野 義一朗


